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グローバル化する食品安全性問題とWTO体制
　　　　　　　　　　　一問題構造の把握一

山　川　俊　和

はじめに

　近年，「グローバル化する環境問題’コ」に対する注目が集まっていることは周

知の事実であろう。グローバル化，中でもWTO，町Aの動きとも相まって，

r環境と貿易」の相互連関に関する研究が90年代から理論，実証，政策論それ

ぞれで蓄積されつつあるω。また，環境政策と経済政策との統合が環境経済学

の研究課題として注目されている現在，貿易政策と環境政策の「政策統合」も

当然議論する必要がある〔寺西・細由2003，小島2003〕。

　とはいえ，r環境と貿易」研究の対象は多岐にわたり，本稿だけで全体像を

抑えることは困難である冊。そこで筆者は，貿易と食品安全性（F・・d　S・f町：F

S）の問題に関して論じることで，「環境と貿易」研究の全体像に迫ってゆく□引。

　FS間題が時代の関心事項であ．ることは，わざわざ筆者が指摘するまでもあ

るまい。中海綿状脳症（Bovin．Sp㎝glf。㎜En。。phオ。p．thy），鳥インフルエン

ザ，といった食品に起因する奇病（foodb・m・di・・…）や有害物質（・・発がん

性のある残留農薬・食品添加物）問題など，山積している。これらFSの問題

はグローバル化と密接に結びついており，また，環境問題とも重要な関わりを

有している旧j。

　学術的な注目も集まっている。国際経済学の。。t．bu．hm．ntであるBh。駅。㎡が，

「現在（国際貿易において）最も議論されているイシューは，農産物貿易にお

ける安全性の問題に関連するものだ〔Bh・駅且d2004，151〕」と述べている。本研

究の背中を押していると思われる。

　本稿の目的は，「食品安全性」と「バーモナイゼーション（H目m．niz丑㎡on）」

という研究対象の明確化，特にグローバル化の局面からみた両者の．連関の基本

的な構造を明らかにすることにある。そして，WTO体制下で進行する



32 一橋研究　第30巻1号

SPS（S乱dt町且nd　phytosa㎡t岬）措置のバーモナイゼーションを規定するSpS

協定を分析するための視座を提供することにある。

1．グローバル化する食品安全I性問題

1．1　食品安全性概念を巡って

1．1，1　農産物貿易の展開

　千葉（2004）の推計によれば，2002年段階で世界の主要農産物の輸出量は2

億6134万5千トンであり，輸出総額は4兆4208億3900万ドルに上る。

当然わが国も様々な農林水産物を海外から輸入している。特に日本の場合は天

然資源の埋蔵量が絶対的に少なく，かっ食糧自給率も極めて低い（2004年現

在，カロリーべ一スで約40％）。そのため，加工食品を含め様々な農林水農産

物を輸入しなければ立ち行かない状態にある。グローバリゼーション下の食料

貿易を担っているのが農林水産物・加工食品を扱う多国籍アグリビジネスであ

る㈲。

　多国籍アグリビジネスにより食品や農産物が越境移動し，食卓へ届けられる

わけだが，アグリビジネスの観点からはコストの削減と品質保持が何よりも重

要となる。そのため，生産段階では品種改良や農薬が用いられる。遺伝子組み

替え作物（GMO）は，種子レベルでバイオテクノロジーを用い，生命自体に

人間の手が加えられているといってよい。そして流通段階では食品添加物や防

腐剤，代表例としては晶質保持のため小麦や果実に散布されるポスト・ハーベ

スト農薬により，長距離の移動に耐えうるように処理されているm。

　このような流通過程での薬品の添加は，生産段階で遺伝子組み換え，成長ホ

ルモン剤といったテクノロジーを作物に使用することと合わせ，「畑の工業化」

そし・てr農業の工業化」問題の延長にあ孔この一ことは，「エコロジカル・バ

ランス」に影響を与えるとともに，消費段階でのFS問題に直結していること

が多い帽］。この点は稿を改めて検討する必要がある。

1．1，2　食品安全性とは

　FSは食中毒や腐敗といった身近なものから，BSEのような人類が始めて遭

遇するような奇病，そしてGMOや成長ホルモンのような，被害や閾値が未知

であるものまでを含む，非常に幅のある概念である。



グローバル化する食品安全性問題とWTO体制 33

日本におけるFSの経済分析の第一人者である中嶋康博は，FS概念を①危害要

因と②危害属性とに分類している〔中嶋2004乱，44〕。なお，中嶋の整理に一

部加筆したものが表／である制。

　中嶋の整理によると，危害要因とは，「何が危害の発生要因か」であり，鮮

度や食中毒といった伝統的な問題，食品添加物や放射線汚染という化学物質に

関する問題，そして，GMOやクローン体など，未知の技術を食品に応用した

ときに生じるr不安」を含めたものを指す。なお，危害属性とは，危害自体の

性質であり，閾値の存在，危害発生の早さを指す概念である。皿工。

表1食品安全性一覧

①危害要因の分類

①食品の変質（腐敗細菌，酵素の作用，油脂の変敗） 鮮度の問題

②食中毒（感染型細菌，毒素型細菌，及びその中間型，消化器感染症，人畜共通伝染

@病も含む）1寄生虫感染症，化学物質（重金属，農薬，添加物）中毒，自然毒

③放射線物質による障害

④食品添加物による発ガン性，変異原性，催奇形性，繁殖障害

⑤特定の人へのアレルギー物質

⑥栄養不良，高血圧，糖尿病等を引き起こす食品の摂取過剰

⑦（成長・環境）ホルモン，遺伝子組み替え，クローン体
一

②危害属性の分類

①危害因子の種類：生物的危害，化享的危害，物理的危害の区分（危害の進入経路に

　差異）

②危害要因の認知可能性（腐敗，変色を除いて，危害要因観察は基本的に困難）

③危害発生の速さと長さ（慢性力）急性かヅ

④危害容因量の問題（閾値が存在するか否かの区分）

出所1中嶋（2004a），44－45頁を基に筆者作成。

　輸入念晶の安全性に関して消費者は不安を覚えるのは，国境を越えて移動す

る財はその生産過程や流通過程が見えにくいという「情報の非対称性」の問題

が発生することが大きい。まとめると，輸入食品は情報の非対称性ゆえに食品

に対する「不安」を覚え，安全性に関して過敏になるとともに，リスク要因と

なる品質保持のための作業が国産に比べて多くなるという特徴を有している。
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1．1．3　貿易と食品安全性

　次に貿易とFSの関係を考えるため，経済開発協力機構（以下，OECD）の

定義を参考にする。OECDによるFSの定義は，「人体への細菌，毒素，病原

体，化学残留物のリスクと動植物に影響を与えうる病気あるいは寄生虫のリス

ク〔OECDユ999，12〕」となっている。邊。この定義をべ一スに，各国は食品植物

衛生検疫措置を採用している。続けて，近年FSが注目されている背景につい

てOECDは以下のように述べる。

　「政府は公共の健康を保護するため，科学に基づいた規制とルール，そして

手続きを採用する。さらに，食品安全に関わる措置を発動する目的は，食品市

場が円滑に作用するために消費者の信用を創出・維持することにある。そのほ

一がの規制は害虫，伝染病，汚染物質，同様に外来種による損失を避けるための

動植物の保護を目的とする。経済発展により，衛生検疫措置はますますその複

雑性を増しており，それにつれて，消費者と生産者は食品安全性と環境へめ配

慮を求めるようになっている。そして同時に，追加的な生産（管理）に関わる

費用を払うようになっている〔OECD2002，6〕」。

　植物衛生検疫措置には，「動植物」という文言からも確認できるように，い

わゆる人体への影響（人問へのr安全」）を基礎としながら，生態系（生物多

様性への影響を含む）に対する「安全」や遺伝子に関わる「安全」という意味

が含まれている。植物衛生検疫措置が生態系への影響を考慮に入れていること

は，WTO／SPS協定においても明文化されている（詳しくは後述）。ここから，

環境問題，特に生態系への影響を中心とした「自然保護」問題と食品安全性の

問題は連続している。ここに一つ，環境とFSとの連続性を見出すことができ

る。

　国際貿易におけるFS，中でもSPS措置に関しては，輸入国サイドにおける

人体，そして生態系への影響を緩和するための植物衛生検疫措置が，貿易をど

れだけ制限しうるかが争われているといってよいだろう岨］。

2．食品安全性とバーモナイゼーション

2．1　バーモナイゼーション

グローバル化がすすむ現在，国際的な基準のバーモナイゼーションがさまざ
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まな場面で要請されている。グローバリゼーションとバーモナイゼーションの

関係はかなり密接といってよい。環境の視点からみればバーモナイゼーション

のあり方次第では，公害輸出が推進されうる。かってNAFTAが締結された際

も，環境基準のバーモナイゼーションが重要課題として議論されていた経緯も

ある。

　バーモナイゼーションは日本語では「調和」・「協調」・「一致」させるといっ

た訳が当てられる。本稿で基準のバーモナイゼーションという場合，基準や規

格など，ある程度数値化あるいは法律として明文化できる分野を国際的に「調

和化」，「整合化」するという意味で用いる。L。。bf・nは，バーモナイゼーショ

ンを，国際協調のひとつの形態として生起され，その結果だけでなく，プロセ

スも含む概念であるとして位置づけている。そして，バーモナイゼーションの

タイプとして，ルール（Ru1es），政策（poIcy），〔政策〕目標（Goals），原理と

制度（pfin・iples乱nd　Instituせ。ns）の4つに整理している〔Leeb・on1997，43〕。

また，推進主体によって性格が異なるので，その点を以下二つのタイプに整理

した。

　第1のタイプは，市場メカニズムを通じて自社製品・サービスの標準化を目

指す基準〈「デファクト・スタンダード：de　fact　st纈。d．td」〉である。関連して，

ISOに代表される標準化機関によって策定される基準〈「デシュア・スタンダー

ド：de　jute　st・nd・fd」〉である。企業が積極的に規格を取得するインセンティ

ブが働く類のものが多い。このような民間主導型の基準のバーモナイゼーショ

ンは，公共部門が持つほどの強制力を有しておらず，むしろ自発的に参加する

場合が多い。

　第2のタイプとしては，国家（EUのような超国家機関も含む），そして国

家の代表によって構成される国際機関による規格・基準のバーモナイゼーショ

ンが挙げられる。このタイプは，何らかの権力によって基準は明示的に決めら

れ，法的強制力を持ちうる。

　久野（1998）は，バーモナイゼーションが促進される理由として，各国問で

規格・基準が異なることは貿易上の「非関税障壁i』」となるため，基準・規格

をバーモナイスすることは効率性の観点から望ましいという説明をしている＝旧。

上記した二つのタイプは両方とも，費用節約のための企業行動，あるいは非関

税障壁の撤廃という観点からバーモナイゼーションの合理性を説いている。っ
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まり，広い意味での取引費用の節約と，それに伴う，市場の拡大（規模の経済）

がバーモナイゼーションの経済学自勺基礎となる。

2．2　衛生検疫措置のバーモナイゼーション・システム

2．2．1　食品安全1性と非関税障壁論

　前節ではバーモナイゼーションを二つに分類したが，同じFSに関わるバー

モナイゼーションといっても，幾つか段階があり，H．n．onとC。。w。皿はバーモ

ナイゼーションを以下のように整理している。

　「食品安全性規制やその他のSPS措置の持っ貿易歪曲効果を克服するため

の試みの中で，諸国の政府は彼らの規制行動において協調的行動を試みてきた。

彼らは規制を通じた国際協調を行っている。緩いものから厳密なものまで協調

レベルの多様性があり，それらに関しては3段階に分けることか可能である。

第1に，「同等」は国家間の食品安全性規制における違いを最小化しようとす

る行為を指す。例えば，「慣例」の自発的な国際取り決めである6第2に，「相

互承認（mut・・1…Ogdd・n）」は「同等（・quiV・1・nt）」な国家の間での食品安全

性規制における形態（あり方：fo㎜s）の差異を受容するという内容を含んで

いる。第3に「（国際）調和化（h量㎜oni・・d・n）」は，国家間の食品安全に関す

る諸規制の基準化という内容を含んでいる。例えば，国際基準がそうである

〔Henson　and　C挑we1』1999〕」。

　H・n・・nとC・・w・nは食品安全に関わる措置の国際協調において，最も高いレ

ベルにあるのがバーモナイゼーションだとする。

　貿易制度のバーモナイゼーションを推進する主体は様々あるが，国際機関と

してはWTOが最も影響力と強制力が強いmコ。WTOの目的が自由貿易の拡大で

あることは周知の事実だが，「環境」，「労働」，r知的所有権」，そして「食品の

安全性」などいわゆる「非貿易的関心事項」がWTOの重要課題として浮上し

ているm。

　上では，貿易制度のバーモナイゼーションと非関税障壁の関係について触れ

た岨㌧その構図と同じく，WTO主導の食品安全性基準のバーモナイゼーショ

ンは，食品にかかる各国問の規格・基準の差異は非関税障壁であり，国際的な

調和を図ることで，その障壁を撤廃していくことが望ましい，という経済効率

性の観点から要請されている弓1日コ。
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2．2．2　SPS協定によるバーモナイゼーション

　現在，各国のFSに関わる措置はWエO付属協定であるSpS協定の管理下に

ある。

　SpS協定は，ある種の非関税障壁となる食品の検疫基準・措置に関して，各

国問での差異をなくし，単一の基準へとバーモナイスするようWTO加盟国に

対して要請している。いわゆるSpS措置のバーモナイゼーションである。

　そして，SpS協定が依拠する国際基準の策定は国連食糧農業機関（F．od　md

A釦。u㎞。。O．g．ni。。tion　of　Th．Udt．d　N纈don。：FAO）と世界保健機構（Wo．ld

H。。lth0fg乱㎡。且tion：WHO）の共同設置機関であるコーデックス委員会（Cod。。

AHmentarius　Commission）が担っている。

　以下，これらの連関についてみることで，問題の構造を把握しよう。WTO

協定の付属協定であるSPS協定とは，GATT・ウルグアイラウンド（1986～

1994年）にて締結された協定である。衛生と技術的障壁に関する問題は1947年

に定められた一般的例外（b，d項）において考慮されていた〔中嶋2004b，146〕

が，独立の協定としては，GAn・東京ラウンド（1973～79年）で設けられた

TBT（Tech㎡ca局趾・ie正s　to　T・乱de）協定の一部として存在していた皿コ。

　東京ラウンド後，ウルグアイラウンドにおいてSpS措置のルールを定める

交渉が農業交渉の一分野として行われた・日本はウルグアイラウンドのSPS

協定を巡る交渉の中で，FSの特殊性に鑑み，例外措置の設置を強く主張し㍍

しかし，輸出国サイドの一部との対立もあり，科学的（に正当な）証拠

…i・n冊・・vid・n…　が提出できる場合のみ，コーデックス基準を上回るSpS措

置を採用できることで決着した〔溝口・松尾1994，197〕。

　結果としてウルグアイラウンド終了時には，TBT協定は新たなTBT協定と

SpS措置を専門とするSpS協定に分割された剛㌧SPS協定の目的は，SPS措置が

国際貿易に与える悪影響を最小限にすることにある囲。

　そして，先に触れた非関税障壁撤廃，国際貿易の一層の効率化という目的の

ため，SpS協定にはSPS措置のバーモナイゼーションが規定されている。山下

一仁はSPS協定におけるバーモナイゼーションの規定を以下のように整理す

る。

　「検疫措置に関する国際的な基準がある場合には加盟国の措置がそれに合致

する時はガットおよびSPS協定との適合性が推定され（第3条2），また，加
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盟国は自国の措置をできるだけ広範囲に調和させるために国際的な基準に基づ

くようにし（第3条1），科学的に正当な理由がある場合には国際的な基準よ

り高いレベルの保護の水準をもたらす措置を導入・維持できる（第3条3）。

その国際的な基準として，食品添加物，残留農薬等の食品衛生については，

FAO／WHO合同食品規格委員会（コーデックス委員会）が作成したものとし

ている。関連する科学的証拠が不十分な場合，関連する科学的証拠が不十分な

場合，関連する国際機関からの入手可能な情報に基づき暫定的に検疫捲置をと

ることができる（第5条7）〔山下2004。，218－219〕」。

2．2．3　問題構造

　なぜSpS協定に主導されるバーモナイゼーションが問題か。伊庭（1993）

は，SpS協定によるバーモナイゼーションの問題点を「消費者の権利の弱体化」

という観点から2点指摘している。

①　基準決定の場が各国の立法府を飛び越えてコーデックス委員会という国際

　　組織に委ねられてしまうことにより，各国の責任の所在が非常に曖昧にな

　　ると共に，それぞれの国の食生活に根ざした消費者の懸念は排除される可

　　能性があること。

②　科学の領域内では証明しきれない基準，規格があること。

　蔦谷（2000）も，コーデックス基準を中心とする国際基準がグローバル・ス

タンダード化することに関して，次のような問題点を指摘してい孔

①　国際基準を設けるにあたって，どうしても低位のレベルに合わせざるを得

　　ないことによる安全性レベルの低下を招いていること。

②国際基準との調和，バーモナイゼーションにより食品・農産物貿易の・流

　　通は拡大する一方での，本来食品・農産物が持っ地域性が失われること。

　これらを踏まえ，以下＜基準と国家主権〉　＜D．wnw趾d　H．m．niz。せ。n〉とい

う二つの観点から問題の構造を見ていこう。

　まず，前者について。SPS協定はGATTの権利義務（内国民待遇）に加え，

内外無差別の原貝1」を守っている国に対しても食品等の輸入規制については

・s・i・n冊・・vid・n⊂・・を要求する。これは先に述べたSPS措置の透明性・正当性

という観点からである。加えて，多数決で決定される国際基準に従えばSpS

協定との整合性を推定し，従わない場合，その国は自国の正当性を示すため，

・・i・n舶・・vid・…　を示すことが要求される。以上がSpS協定によるハーモナイ
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ゼーションと。d．n冊C　eVid㎝。。の関係である。

　問題点として，輸入国が国際基準を超えた検疫措置を設定したことを受け，

輸出国がパネルに申立てた時，s・ien舶。　eviden・eを提出する挙証責任は訴えら

れた国にあることが挙げられる。前項の引用文のとおりSPS協定が国内措置

と国際的な基準の問のバーモナイゼーションを志向する今，国際基準を策定し

ている機関であるコーデックス委員会の重要性が増してきている鯛。

　コーデックス基準自体は任意基準であるが，WTOの紛争処理手続きで援用

されれば，紛争処理手続きを経た決定は制裁措置や代償措置により強制力を有

することとなる〔山下2004。，219〕。

　つまり，コーデックス基準はWTOと結びっくことで，事実上拘束力を有す

るおそれがある。先で伊庭が「消費者の権利の弱体化」と指摘したのもこの部

分が大きい。

　なお，SpS措置における予防原則が争点となったホルモン注射牛肉のケース

に関して上級委員会は，SPS措置には国家の自治権を一定程度認める報告をし

ているが，いまだ国際法上のコンセンサスは出来ていない脚。

　経済学の立場からは，懸案事項となるSPS措置に対して，費用・便益分析

を行い，規制の妥当性を問うことも可能であろう。しかし，衛生的障壁に関す

る紛争の解決において経済的費用と便益を考慮するための現行の取り決めは不

明確である閉。特に便益の概念を定義づけることは困難である囲j。

　続いて②の論点を述べる。そもそも，SpS協定によるバーモナイゼーション

とは，食文化・食習慣を含め価値観が異なる国家，あるいはリージョンを包み

込む統一のルールを作成することで，貿易のより一層の効率化を果たすことを

目的とする閉。バーモナイゼーションに関して高い規制基準をもつ国は，低い

基準の国に合わせることを余儀なくされるために，基準の引き下げを行わなけ

ればならない〔伊庭1992，103〕というDownw旦rd　H．fmo㎞。adonの問題が指

摘できる囲。同様に鷲見一夫も，国際基準の名の下に，地方的な条件に合致し

た健康・安全基準の策定の機会が失われてしまうという多様性喪失の問題〔鷲

見1996，407〕を指摘する凹コ。
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おわりに

　現状に鑑みて，筆者は現在のSPS協定の中でのFSの位置づけは非常に「曖

昧」になっているとみる。例えば，成長ホルモン剤のコーデックス基準は，賛

成33カ国，反対29力国，棄権7カ国という僅差の投票によって採択されてい

る。賛成した国の多くは牛肉輸出国である〔山下／2004b，4〕。また，そもそ

もコーデックス委員会が企業主導であるがゆえ，伊庭（ユ993）で指摘されてい

るように，食品分野におけるバーモナイゼーションは経済性重視が先行し，企

業の利益が垣間見える一方，消費者の健康が脅かされる可能性は高い，という

問題もある。基準を半ば規範としてしまうような制度枠組みがSPS協定によ

るバーモナイゼーションである。

　消費者・消費者団体は高いFSを望み，輸出企業は様々なSpS措置をできる

だけ簡素化したいと考える。国家としても，自国が置かれている立場を考えて

SPS措置，あるいはFS自体への政策を考える。それぞれのアクターの思惑が

異なるがゆえ，FSとバーモナイゼーションの関係を巡ってコンフリクトが起

こる。言い換えると，グローバリゼーション（自由貿易）の論理とFSの論理

とのコンフリクトである。SpS協定が求める…i・n冊・・vid・n…　という言葉と

は裏腹に，何を認可して何を認可しないかは，極めて政治経済的な要素で決定

されているといってよいのではないか。ここから，グローバル化するFS間題

に対する政治経済学的アプローチの必要性は明らかとな乱そして政策論的に

は，人体，そして生態系への安全を確保するために貿易，そして貿易政策はど

うあるべきかという問いを建てる必要がある。両者の意味でバーモナイゼーショ

ンの検討には意味がある。

　最後にFSに関して一っメモを記して本稿を閉じたい。かって宮本憲一は

「食品公害」と「公害」を環境の観点から原理的には区別した。その上で，企

業の責任という部分では同様に扱うべきだと主張した〔宮本1989，1ユ9－120〕日田。

　「…薬品・食品公害などは『公害』ということばを使っているが，環境汚染

ではなく，食品流通という資本主義の営業それ自体の引き起こす災害である。

本来商品とは社会的有用性をもっものであって，それが反対に害悪をあたえた

といういみでは，薬害や食品公害は商品流通の基本的な性格を侵すもので，明
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確な犯罪であろう〔宮本，同上〕」。

　OECDも指摘しているが，現在の企業はFSそして自社の信頼が失墜するこ

とを非常に恐れている。ISOや商品履歴情報の提供など，安全性を確保するた

めの企業の試みも数多く報告されている。その意味で，かってのカネミ油症事

件のような痛ましい食品公害は発生しづらくなっているのかもしれない。しか

し，本稿でも言及したように，流通の連鎖がグローバル化し，また新しいテク

ノロジーがますます食品に応用されつつある現在，目に見えづらい人体・生態

系を含む環境、の慢性的な影響がFS問題では重要なように思われる。FS’にお

ける「現代的な」国家と企業の責任の明確化も，今後の課題である。
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　昴の認証制度のようなラベルの国際的に調和化がそうである。

睨①東京ラウンド当時のTBT協定は，GAπ締約国の中でも先進国を中心とした一部の国々が受け

　入れた協定であると共に，食品にかかる衛生基準や規格のバーモナイゼーシ目．ンを定めたのみで，

　SPS措置に関する具体的なルールは盛り込まれなかった〔岩田2004，58〕。

田1〕ウルグアイランド交渉の内実に関しては，溝口・松尾（1994），194一王97頁に詳しい。

鰯　「悪影響」には，「環境と貿易」の文脈でもよく登場する「国際貿易における偽装された保護」

　を排除し，透明性を保つという意味も含まれていると考えられる。

田3〕コーデックス委員会の基本的な業務は以下のとおりである。

コーデ．ソクス委員会規約第ユ条

　（且）消費者の健康を保護し，食品貿易における公正な行為を確保する。

　（b〕国際政府機関及び非政府組織が行うすべての食品規格に関する仕事の調　壁を促進す乱

　（・）適当な機関の支援によって，規格案の優先」1順位を決め，その作成を開始，指導する。

　（d）卜言己（。）項によって作成された規格を最終決定し．それが各国政府によって受諾された後は，

　実行可能な場合は常に．［二言己（b）項により他の機関によってすでに最終決定された国際機関と併記

　して，それをコーデックスに地域基準もしくは世界基準として出版す飢

（。）進歩に照らして一みて，適切な調査の後既刊の規格を改正する。〔PAO／WHO編2002，10〕

幅切WTOの制度と予防原則（p。㏄且u－o・町p・imipk）の関係は岩田，前掲書が詳しい。また，コーデッ

　クス基準の強制力に関してはアメリカ・EU間のホルモン注射牛肉の件が参考にな私詳しくは山

　下（2004b〕。

睨5〕規制を廃止することの厚生コストが規制を存続させることの厚生コストを上回る場合にはその措

　竃を擁護できるという主張は，TBT協定の下では認められるが，SPS協定の下では，ほとんど（た
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　とえできるとしても）認められない。この点には，人問の生命に対する貨幣評価が難しいことが理

　曲として挙げられる。OECD（2002）を参照。

㈱　例えばOECDは，FSにかかるリスクを削減する（便益）と貿易へのインパクト（費用）を費用

　便益分析することは規制の妥当性を問うこととなり，結果として貿易に歪みを与えているSpS規

　制を取り除くことができるという可能性を示唆している〔OECD2003b，15－18〕。

個刀Bh且駅且直md　Sh・1棚m（1997）は・基準の差異自体が貿易利益の源泉であるとして・バーモナイゼー

　ションに批半1」的である。また，気候，地理，汚染段階などその他自然要因のために環境規制がこと

　なるならばその差は適切であり．様々な環境基準に基づく不公正貿易や不公正競争だということは

　間違いだと指摘する。また，各国の独自の基準を課す権利も主張する。

㈱　Downw乱・d　H盆mo㎡・丑せ。nに関連する概念として，R雌to　th．Bottom；（RTTB）があ乱RrrBと

　は，国際的な競争が存在すると，それぞれの国が企業を誘致するため，環境基準を引き下げる（低

　位への競争）ことを指す。RnBに関してはとりあえずD島1y（2000）を参照されたい。

四9〕バーモナイゼーションに関する批半11としては，寺西（王999），258頁も参照。

制〕「薬害・食品公害は私企業の利潤追求による安全の軽視とそれをみとめた政府の規制の欠如によっ

　でおこるという点では，公害と共通してい乱しかし，公害は正常な商品生産・流通・消費の過程

　でおこるのであって，薬害・食品公害のように商品そのものが有害なのではない。また水俣病など

　は食品を通ずる中毒であるが，森永砒素ミルクとはちがい，環境汚染を媒介にしているという点で

　は異なる。食品公害や薬害は，その意味では環境問題とはいえない。」


